
令和８年４月に小学校・中学校に入学予定のお子さんがいる保護者の方へ 

 

 

 

 

 

苅田町教育委員会 

 

 苅田町では、経済的な理由により、お子さんを就学させるのにお困りの方（生活保護世帯に準ずる

程度に困窮していると認められる方）に対し、学用品費や学校給食費などの一部を援助しています。 

通常入学後支給ですが、令和８年度に入学予定の児童や生徒の保護者で「就学援助の要件」を満た

し、新入学用品費の早期支給を希望される方には、入学前に支給します。 

 

 

 

■次の１から３の要件の全部に該当する方 

１． 申請時に苅田町に居住しており、お子さんが小中学校入学後も引き続き苅田町に居住予定の方。 

２． お子さんが令和８年４月に苅田町立または国立・県立の小中学校に入学予定の方（私立小・中学

校に入学予定の方は対象になりません。） 

※令和８年４月に上記小中学校に入学しなかった場合は、新入学用品費を返還していただきます

ので、町外転出等の予定がある方は申請をしないでください。 

３． 裏面記載の就学援助の要件に該当する方（生活保護受給中の方は、対象になりません。） 

 

 

 

①新入学用品費 

■支給額 

・小学校入学予定のお子さん             ５７，０６０円（予定） 

・中学校入学予定（現在小学校６年生）のお子さん   ６３，０００円（予定） 

■支給時期・・・・・令和８年３月予定 

■支給方法・・・・・保護者の方の口座に直接振り込み 

※学校に受領を委任している場合でも、「新入学用品費」は保護者の方の口座に振り込まれます。 

 

 

  

①学用品費・・・・・小学校：年額１１,６３０円、中学校：年額２２,７３０円（予定） 

②校外活動費・・・・実費（上限あり） 

③学校給食費・・・・町負担 

④医療費（学校保健安全法施行令に定める疾病：う歯・結膜炎・中耳炎他）・・・町負担（要申請） 

※上記の他、修学旅行費・卒業アルバム代等 

 

 

 

入学前に新入学用品費の援助を希望される保護者の方へ 

就学援助制度（入学予定者早期申請）についてのお知らせ 

入学前支給を受けることができる方 

就学援助の要件 

入学前に支給できるもの 

【入学予定者早期申請の受付期間】 

令和７年１２月１０日～令和８年１月３１日  ※窓口申請は土日・祝日除く 

※詳しくは裏面をごらんください。 

入学後に支給（援助）できるもの 



児童生徒の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合で援助が必要と認められる方。 

要      件 申請に必要な証明書類（電子申請で画像の添付） 

① 児童扶養手当を受けている方 ・児童扶養手当の証書の写し（有効期限が切れていないもの） 

② 市町村民税が非課税または 

減免の適用を受けている方 

令和７年度 町・県民税非課税証明書 又は 減免通知書の写し 

（令和７年１月１日時点で苅田町に住民票がある方は不要です。） 

③ 国民年金の保険料の全額免除、

国民健康保険の保険料の減免

または徴収の猶予を受けてい

る方 

・国民年金保険料免除申請承認通知書 

（申請時に全額免除を受けていること） 

又は国民健康保険税減免承認通知書 等の写し 

④ 生活保護が廃止又は停止にな

ったが、今なお生活が苦しい方 
・生活保護 停止・廃止決定通知書の写し 

⑤ その他経済的理由により支給

を希望する方（生活保護世帯に

準ずる程度に困窮していると

認められる方） 

令和７年度 所得証明書 

（令和７年１月１日時点で苅田町に住民票がある方は不要です。） 

※別居する家計支持者がいる場合は、その方の住民票と所得証明書が別途必要です。 

                               〇参考URL（苅田町HP就学援助） 

 

■申請に必要なもの  ① 申請に必要な証明書類（※上記一覧表を参照） 

② 保護者の方の振込先口座がわかる通帳の写し 

③ 就学援助申請書（様式１）（※書類申請の場合のみ。両面ご記入ください。） 

※①・②について、電子申請では画像データの添付になります。 

非課税証明書・所得証明書等について 

   ※苅田町に住民登録がある方は、原則住民票や所得証明書の提出は不要ですが、所得等が未申

告の場合は、申告の手続きをしてください。 

   ※令和７年１月１日時点で、他市町村にお住いだった方は、令和６年中の収入が確認できる書

類（所得証明書、非課税証明書）の提出が必要です。令和７年１月１日に住民登録のあった市

町村で取得し、提出してください。 

■申請方法は２通り 

①電子申請                                 〇申請フォーム 

右の QR コードを読みこむか、 

苅田町役場 HP の「就学援助制度について」から電子申請リンク先へ 

②窓口申請 

教育委員会学校教育課（苅田町役場４階）に申請書類等を提出してください。 

※学校では受付できません。 

 

■受付期間 令和７年１２月１０日～令和８年１月３１日 ※窓口申請は土日・祝日除く 

※教育委員会で受給資格の審査を行い、結果については文書にて通知します。 

※申請後、申請書の記載事項に変動が生じた場合は、速やかに届け出てください。 

   

               

申請手続き 

【問合せ先】  〒800-0392 苅田町富久町１丁目 19番地 1 

苅田町教育委員会学校教育課（℡ ０９３－４３４－１９９８） 

 


